
長与町を

企業版ふるさと納税で応援してください！

長与町はコンパクトな都市機能と豊かな自然環境に恵まれ、子育てや教育環境が充実した
「暮らしやすいまち」として発展してきました。
今後も町民の皆様をはじめ、多くの方々から「住みたい 住み続けたい 住んでよかった」と感
じていただける 「幸福度日本一」のまちの実現に向けたまちづくりを進めています。
企業版ふるさと納税を通じて、企業の皆様とのご縁を繋ぎながら、地方創生の取組を推進し
てまいります。長与町へのご支援をよろしくお願いいたします。

寄附募集メインプロジェクト

町立図書館と母子保健や健康づくりの拠点であ
る健康センターの２施設を複合化した新施設「ホ
ンテラッセ長与」は、従来の機能に加え、多世代
の交流機能を併せ持つこととしており、様々な人
が集まる新たな賑わいの拠点となることが期待さ
れています。
また、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、
複層ガラスやLED照明の採用、太陽光発電の設置
などを組み合わせて、エネルギー負荷の少ない施
設である『ZEB』の認証取得を予定しており、将
来世代への負担の少ない建物とすることを目指し
ています。

複合施設整備を通したまちの賑わい創出事業

１階：健康センター、交流エリア
２階：図書館
屋外：芝生広場、駐車場
構造：耐火木造2階建て
延床面積：2,960㎡
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その他にも「子育て・教育環境の充
実」や「健康づくり」などの取組にも
寄附が可能です！

ミックンファミリー

制度のイメージ

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地

方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企
業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額
控除する仕組みです。
寄附金の損金算入による軽減効果（寄附額の
約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が
軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧
縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりま
した。

●1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
●寄附を行うことの代償として、企業へ経済的な
利益を供与することは禁止されています。
●長与町に本社が所在する企業の寄附については、
本制度の対象となりません。（この場合の本社とは、
地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します）
●青色申告書を提出している法人が対象となります。
●本制度による税額控除の特例措置は令和９年度までです。
●その他、詳細については内閣府の企業版ふるさと納税
ポータルサイトもご参照ください。

制度利用に際しての留意事項

その他

《内閣府企業版ふるさと納税ポータルサイト》

《長与町HP企業版ふるさと納税のページ》

《長与町HP寄附をいただいた企業の皆様（令和７年度）》

《問い合わせ先》
長与町 企画財政部 政策企画課

Tel : 095-883-1111／Fax  : 095-883-1464
Mail : kikaku@nagayo.jp

寄附募集プロジェクト

中尾城公園リニューアル事業

寄附で得られるベネフィット

●町HPへの掲載
●町広報誌への掲載

※100万円以上の寄附限定

●感謝状の贈呈
※複合施設整備を通した賑わい創出事業限定

●寄附企業名を表示した銘版の設置

長与町のシンボル赤い橋（エアロブリッ
ジ）がある中尾城公園が、令和8年10月
にリニューアル予定です！各年齢に合わ
せた遊具を新しく設置し、子育て世帯を
はじめ、より多くの方に親しまれる公園
になることを期待します！

内閣府
ポータルサイト

長与町HP R7寄附企業
紹介


